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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性接着ベース層に導電粒子が平面格子パターンの格子点に配置された構造を有し、
異方性導電フィルムの基準領域に想定される平面格子パターンの全格子点に対する導電粒
子が配置されていない格子点の割合が、１０％以下であり、該平面格子パターンの全格子
点に対する複数の導電粒子が凝集して配置されている格子点の割合が、１５％以下である
異方性導電フィルムの製造方法であって、以下の工程（イ）～（ホ）：
＜工程（イ）＞
　平面格子パターンの格子点に相当する凸部が表面に形成された転写体を用意する工程；
＜工程（ロ）＞
　該転写体の凸部の少なくとも天面を微粘着層とする工程；
＜工程（ハ）＞
　該転写体の凸部の微粘着層に導電粒子を付着させる工程；
＜工程（ニ）＞
　該転写体の導電粒子が付着した側の表面に絶縁性接着ベース層を重ねて押圧することに
より、絶縁性接着ベース層に導電粒子を転着させる工程；及び
＜工程（ホ）＞
　導電粒子が転着した絶縁性接着ベース層に対し、導電粒子転着面側から絶縁性接着カバ
ー層を積層する工程
を有する製造方法。
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【請求項２】
　工程（イ）で用いる転写体が、金属プレートを加工して原盤を作成し、それに硬化性樹
脂を塗布し、硬化させて作成したものである請求項１記載の製造方法。
【請求項３】
　工程（イ）の転写体の凸部の高さが、導電粒子の平均粒子径の１．２倍以上２倍未満で
あり、凸部の半値巾が、導電粒子の平均粒子径の１．４倍以上３．６倍以下である請求項
１又は２記載の製造方法。
【請求項４】
　異方性導電フィルムとして、絶縁性接着ベース層に絶縁性接着カバー層が積層され、そ
れらの界面近傍に導電粒子が平面格子パターンの格子点に配置され、凝集して配置されて
いる導電粒子同士が、異方性導電フィルムの面方向に互いに接触して凝集している請求項
１～３のいずれかに記載の製造方法。
【請求項５】
　基準領域が、異方性導電フィルムの平面中央部の以下の関係式（Ａ）、（２）及び（３
）：
【数１】

を満たす辺Ｘ及び辺Ｙからなる略方形の領域であり、ここで、Ｄは導電粒子の平均粒子径
であり、辺Ｙは異方性導電フィルムの長手方向に対し±４５°未満の範囲の直線であり、
辺Ｘは辺Ｙに垂直な直線である請求項１～４のいずれかに記載の製造方法。
【請求項６】
　基準領域が、異方性導電フィルムの平面中央部の以下の関係式（１）～（３）：

【数２】

を満たす辺Ｘ及び辺Ｙからなる略方形の領域であり、ここで、Ｄは導電粒子の平均粒子径
であり、辺Ｙは異方性導電フィルムの長手方向に対し±４５°未満の範囲の直線であり、
辺Ｘは辺Ｙに垂直な直線である請求項１～４のいずれかに記載の製造方法。
【請求項７】
　異方性導電フィルムの基準領域の面積に対する、その面積中に存在する全導電粒子の粒
子面積占有率が１５～３５％である請求項１～６のいずれかに記載の製造方法。
【請求項８】
　基準領域が、異方性導電フィルムの平面中央部の以下の関係式：
【数３】

を満たす辺Ｘ及び辺Ｙからなる略方形の領域であり、ここで、Ｄは導電粒子の平均粒子径
であり、辺Ｙは異方性導電フィルムの長手方向に対し±４５°未満の範囲の直線であり、
辺Ｘは辺Ｙに垂直な直線である請求項１～４のいずれかに記載の製造方法。
【請求項９】
　異方性導電フィルムの任意の基準領域の面積に対する、その面積中に存在する全導電粒
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子の粒子面積占有率が０．１５％以上である請求項８記載の製造方法。
【請求項１０】
　絶縁性接着ベース層に導電粒子が平面格子パターンの格子点に配置された構造を有し、
異方性導電フィルムの基準領域に想定される平面格子パターンの全格子点に対する導電粒
子が配置されていない格子点の割合が、１０％以下であり、該平面格子パターンの全格子
点に対する複数の導電粒子が凝集して配置されている格子点の割合が、１５％以下である
異方性導電フィルムの製造方法であって、以下の工程（イ）～（ニ）：
＜工程（イ）＞
　平面格子パターンの格子点に相当する凸部が表面に形成された転写体を用意する工程；
＜工程（ロ）＞
　該転写体の凸部の少なくとも天面を微粘着層とする工程；
＜工程（ハ）＞
　該転写体の凸部の微粘着層に導電粒子を付着させる工程；及び
＜工程（ニ）＞
　該転写体の導電粒子が付着した側の表面に絶縁性接着ベース層を重ねて押圧することに
より、絶縁性接着ベース層に導電粒子を転着させる工程
を有する製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異方性導電フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　絶縁性樹脂バインダに導電粒子を分散させた異方性導電フィルムが、ＩＣチップ等の電
子部品を配線基板等に実装する際に広く使用されているが、このような異方性導電フィル
ムにおいては、導電粒子同士が連結もしくは凝集した状態で存在していることが知られて
いる。このため、異方性導電フィルムを、電子機器の軽量小型化に伴い狭ピッチ化してい
るＩＣチップの端子と配線基板の端子との接続に適用した場合、異方性導電フィルム中に
連結もしくは凝集した状態で存在している導電粒子により、隣接する端子間で短絡が生ず
る場合があった。
【０００３】
　従来、このような狭ピッチ化に対応した異方性導電フィルムとして、フィルム中に導電
粒子を規則配列させたものが提案されている。例えば、延伸可能なフィルムに粘着層を形
成し、その粘着層表面に導電粒子を単層で密集充填した後、このフィルムを導電粒子間距
離が所期の距離になるまで２軸延伸処理して導電粒子を規則配列させ、その後、導電粒子
に対し異方性導電フィルムの構成要素となる絶縁性接着ベース層を押し当て、導電粒子を
絶縁性接着ベース層に転写させて得た異方性導電フィルムが提案されている（特許文献１
）。また、凹部を表面に有する転写型の凹部形成面に導電粒子を散布し、凹部形成面をス
キージして凹部に導電粒子を保持させ、その上から転写用の粘着層が形成された粘着フィ
ルムを押し当て、粘着層に導電粒子を一次転写させ、次に、粘着層に付着した導電粒子に
対し、異方性導電フィルムの構成要素となる絶縁性接着ベース層を押し当て、導電粒子を
絶縁性接着ベース層に転写させて得た異方性導電フィルムも提案されている（特許文献２
）。これらの異方性導電フィルムについては、一般に、導電粒子側表面に、導電粒子を覆
うように絶縁性接着カバー層が積層されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ＷＯ２００５／０５４３８８号
【特許文献２】特開２０１０－３３７９３号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、導電粒子は静電気等により凝集して二次粒子化し易いため、導電粒子を
一次粒子として常時単独で存在させることは困難である。このため、特許文献１や特許文
献２の技術には以下のような問題が生ずる。即ち、特許文献１の場合には、延伸可能フィ
ルムの全面に導電粒子を欠陥なく単層で密集充填することが難しく、導電粒子が凝集状態
で延伸可能フィルムに充填され、ショートの原因となったり、充填されない領域（いわゆ
る「抜け」）が生じ、導通不良の原因になったりするという問題があった。また、特許文
献２の場合、転写型の凹部が粒子径の大きな導電粒子で覆われると、その後のスキージに
より取り除かれて、導電粒子を保持していない凹部が生じ、異方性導電フィルムに導電粒
子の「抜け」が生じて導通不良の原因になったり、反対に凹部に多数の小さな導電粒子が
押し込まれると、絶縁性接着ベース層に転写させた際、導電粒子の凝集が生じたり、また
、凹部の底部側に位置している導電粒子が、絶縁性接着ベース層と接触していないため、
絶縁性接着ベース層の表面に散らばり、規則配列が損なわれ、ショートや導通不良の原因
になったりするという問題があった。
【０００６】
　このように、特許文献１や２では、異方性導電フィルムに規則的パターンで配列される
べき導電粒子の「抜け」と「凝集」とをどのように制御すべきか、ということについては
、十分に考慮されていないというのが実情である。
【０００７】
　本発明の目的は、以上の従来の技術の問題点を解決することであり、規則的パターンで
配列されるべき導電粒子の「抜け」と「凝集」の観点から、ショートや導通不良の発生が
大きく抑制された異方性導電フィルムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、平面格子の格子点に導電粒子を配置する際に、異方性導電フィルムの基準
領域に想定される平面格子パターンの全格子点に対する、「導電粒子が配置されていない
格子点の割合」と「導電粒子が凝集して配置されている格子点の割合」と「凝集している
導電粒子の凝集方向」とを制御することにより、上述の目的を達成できることを見出し、
本発明を完成させるに至った。また、そのような異方性導電フィルムが、転写体の凹部に
導電粒子を配置するのではなく、表面に柱状の凸部が形成された転写体の当該凸部の先端
に導電粒子を付着させて転写を行うことにより製造できることを見出し、本発明の製造方
法を完成させた。
【０００９】
　即ち、本発明は、絶縁性接着ベース層に導電粒子が平面格子パターンの格子点に配置さ
れた構造の異方性導電フィルムであって、
　異方性導電フィルムの基準領域に想定される平面格子パターンの全格子点に対する導電
粒子が配置されていない格子点の割合が、２０％未満であり、
　該平面格子パターンの全格子点に対する複数の導電粒子が凝集して配置されている格子
点の割合が、１５％以下であり、抜けと凝集の合計が２５％以下である異方性導電フィル
ムを提供する。
【００１０】
　本発明の好ましい異方性導電フィルムにおいては、異方性導電フィルムの基準領域に想
定される平面格子パターンの全格子点に対する導電粒子が配置されていない格子点の割合
が、１５％以下であり、
　該平面格子パターンの全格子点に対する複数の導電粒子が凝集して配置されている格子
点の割合が、１０％以下であり、
　凝集して配置されている導電粒子同士が、異方性導電フィルムの面方向に凝集している
異方性導電フィルムを提供する。この場合も、抜けと凝集の合計は好ましくは２５％以下
である。
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【００１１】
　また、本発明は、上述の異方性導電フィルムの製造方法であって、以下の工程（イ）～
（ホ）：
＜工程（イ）＞
　平面格子パターンの格子点に相当する凸部が表面に形成された転写体を用意する工程；
＜工程（ロ）＞
　該転写体の凸部の少なくとも天面を微粘着層とする工程；
＜工程（ハ）＞
　該転写体の凸部の微粘着層に導電粒子を付着させる工程；
＜工程（ニ）＞
　該転写体の導電粒子が付着した側の表面に絶縁性接着ベース層を重ねて押圧することに
より、絶縁性接着ベース層に導電粒子を転着させる工程；及び
＜工程（ホ）＞
　導電粒子が転着した絶縁性接着ベース層に対し、導電粒子転着面側から絶縁性接着カバ
ー層を積層する工程
を有する製造方法を提供する。
【００１２】
　更に、本発明は、第１の電子部品の端子と、第２の電子部品の端子とが、本発明の異方
性導電フィルムにより異方性導電接続された接続構造体を提供する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の異方性導電フィルムにおいては、基準領域に想定される平面格子パターンの全
格子点に対する「導電粒子が配置されていない格子点」の割合が２０％未満に設定され、
「複数の導電粒子が凝集して配置されている格子点」の割合が１５％以下に設定され、し
かも抜けと凝集の合計が２５％以下に設定されている。このため、本発明の異方性導電フ
ィルムを異方性導電接続に適用した場合、良好な初期導通抵抗値とエージング後の良好な
導通信頼性とを実現でき、ショートの発生も抑制できる。また、ＣＯＧのみならず、バン
プ面積や距離が十分に大きい電子部品、例えばＦＯＧ等に対して、経済性に優れる。
【００１４】
　本発明の好ましい異方性導電フィルムにおいては、基準領域に想定される平面格子パタ
ーンの全格子点に対する「導電粒子が配置されていない格子点」の割合が１５％以下に設
定され、しかも「複数の導電粒子が凝集して配置されている格子点」の割合が１０％以下
で設定され、しかも、凝集して配置されている導電粒子同士が、異方性導電フィルムの面
方向に凝集している。このため、本発明の異方性導電フィルムを異方性導電接続に適用し
た場合、良好な初期導通抵抗値とエージング後の良好な導通信頼性とを実現でき、ショー
トの発生も抑制できる。
【００１５】
　また、本発明の異方性導電フィルムの製造方法においては、平面格子パターンの格子点
に相当する柱状の凸部が表面に形成された転写体を使用し、その凸部の天面に形成した微
粘着層に導電粒子を付着させた後に、その導電粒子を絶縁性接着ベース層に転写する。こ
のため、異方性導電フィルムの基準領域に想定される平面格子パターンの全格子点に対す
る「導電粒子が配置されていない格子点」の割合を１５％以下とし、平面格子パターンの
全格子点に対する「複数の導電粒子が凝集して配置されている格子点」の割合を１０％以
下とし、且つ凝集して配置されている導電粒子同士を、異方性導電フィルムの面方向に凝
集させることができる。よって、本発明の製造方法は、経済的に有利に異方性導電フィル
ムを製造することができ、この異方性導電フィルムを用いれば、狭ピッチ化したＩＣチッ
プと配線基板とを、ショートや導通不良の発生を大きく抑制しつつ、異方性導電接続する
ことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
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【図１】図１は、本発明の異方性導電フィルムの断面図である。
【図２】図２は、本発明の異方性導電フィルムの平面透視図である。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明の製造方法の工程説明図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本発明の製造方法の工程説明図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、本発明の製造方法の工程説明図である。
【図３Ｄ】図３Ｄは、本発明の製造方法の工程説明図である。
【図３Ｅ】図３Ｅは、本発明の製造方法の工程説明図である。
【図３Ｆ】図３Ｆは、本発明の製造方法の工程説明図であると同時に、本発明の異方性導
電フィルムの概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の異方性導電フィルムは、絶縁性接着ベース層と絶縁性接着カバー層とが積層さ
れ、それらの界面近傍に導電粒子が平面格子パターンの格子点に配置された構造を有する
。この異方性導電フィルムの基準領域に想定される平面格子パターンの全格子点に対する
導電粒子が配置されていない格子点の割合は、２０％未満であり、該平面格子パターンの
全格子点に対する複数の導電粒子が凝集して配置されている格子点の割合は、１５％以下
であり、抜けと凝集の合計が２５％以下である。以下、本発明の異方性導電フィルムを図
面を参照しながら詳細に説明する。
【００１８】
＜異方性導電フィルム＞
　図１（断面図）と図２（平面透視図）に示すように、本発明の異方性導電フィルム１０
は、絶縁性接着ベース層１１と絶縁性接着カバー層１２とが積層され、それらの界面近傍
に導電粒子１３が平面格子パターン（図２の点線）の格子点に配置された構造を有する。
図１及び図２では、平面格子パターンは、異方性導電フィルム１０の長手方向とそれに直
交する方向（短手方向）に沿って想定されているが、長手方向と短手方向とに対し全体が
傾斜して想定されてもよい。ここで、矢印Ａは、平面格子の格子点に導電粒子が配置され
ていない位置、いわゆる導電粒子が「抜け」ている位置を示している。なお、矢印Ｂは、
導電粒子同士が接触して凝集している位置を示している。
【００１９】
（導電粒子の「抜け」）
　本発明の異方性導電フィルムにおいては、異方性導電フィルムの基準領域に想定される
平面格子パターンの全格子点に対する「導電粒子が配置されていない格子点」（図２のＡ
）の割合（導電粒子が抜けている格子の割合）を１５％以下、好ましくは１０％以下、よ
り好ましくは６～１０％に設定する。これにより、本発明の異方性導電フィルムを異方性
導電接続に適用した場合に、良好な初期導通抵抗とエージング後の良好な導通信頼性とを
実現でき、ショートの発生も抑制できる。
【００２０】
（平面格子パターン）
　平面格子パターンとしては、斜方格子、六方格子、正方格子、矩形格子、平行体格子が
挙げられる。中でも、最密充填可能な六方格子が好ましい。
【００２１】
　ここで、異方性導電フィルムの基準領域として、異方性導電フィルム全面を選択するこ
とも可能であるが、通常、異方性導電フィルムの平面中央部の以下の関係式（Ａ）、好ま
しくは関係式（１）と、関係式（２）及び（３）とを満たす辺Ｘ及び辺Ｙからなる略方形
の領域を基準領域として選択することが好ましい。
【００２２】
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【数１】

【００２３】
　なお、接続面積を比較的大きく取れるＦＯＧ接続に適用する場合には、フィルム中の導
電粒子の存在量を少なくすることが可能であり、そのような場合には、以下に示すように
、ＸとＹとの値をそれぞれ大きくすること、好ましくは２０Ｄ以上とすることが好ましく
、「Ｘ＋Ｙ」の数値も１００Ｄから４００Ｄ近傍の数値、最終的には４００Ｄとすること
が好ましい。
【００２４】
【数２】

【００２５】
　式（Ａ）及び（１）～（３）、上記式において、Ｄは、導電粒子の平均粒子径である。
導電粒子の平均粒子径は、画像型の粒度分布計により測定することができる。面観察から
計測してもよい。また、辺Ｙは異方性導電フィルムの長手方向（図２参照）に対し±４５
°未満の範囲の直線であり、辺Ｘは辺Ｙに垂直な直線である。
【００２６】
　このように基準領域を規定することにより、基準領域を導電粒子が押圧されるバンプの
形状に相似ないしは近似させることができ、結果的に、導電粒子の平面格子パターンから
のズレの許容範囲を大きくすることができ、異方性導電接続を経済的に且つ安定して行え
るようになる。換言すれば、この基準領域の最小の辺を導電粒子径の５倍以上とすること
により、この範囲内で想定される範囲内で導電粒子の位置ズレや抜け、近接があっても、
いずれかのバンプで捕捉され、且つバンプ間スペースで過度に凝集することがないため、
異方性導電接続を確実に行うことができる。
【００２７】
　なお、最小の辺を導電粒子径の５倍以上とする理由は、一般的に、異方性導電接続され
るバンプの少なくとも１辺において捕捉を確実にするため導電粒子の平均粒子径よりも大
きくする必要があり、しかもバンプ間スペースについてもショート防止の理由から、導電
粒子の平均粒子径の望ましくは２倍以上の大きさを設ける必要があるからである。換言す
れば、一つの基準となる円形の導電粒子に着目したときに、この導電粒子の平均粒子径Ｄ
にその径の４倍の長さ（４Ｄ）を足した長さ（即ち５Ｄ）を直径とする同心円内で想定外
の不良が生じなければ、上記の要件を満たすことができると考えられるからである。また
、ファインピッチとする場合のバンプ間の最小距離が、一例として、導電粒子径の４倍未
満となるからでもある。
【００２８】
（導電粒子の凝集）
　また、本発明の異方性導電フィルムにおいては、平面格子パターンの全格子点に対する
複数の導電粒子が凝集して配置されている格子点（図２のＢ）の割合は１０％以下、好ま
しくは９％以下、実用上問題ない範囲としては５～９％である。凝集配置格子点の割合が
この範囲であれば、本発明の異方性導電フィルムを異方性導電接続に適用した場合にも、
より良好な初期導通性とエージング後の導通信頼性とを実現でき、ショートの発生もいっ
そう抑制できる。ここで、一つの格子点に対する導電粒子の凝集の程度は、ショート抑制
の観点から小さい方が好ましく、２個を超えないことが好ましい。
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【００２９】
（導電粒子の配置）
　導電粒子は、フィルムの長手方向と垂直な方向に、１１個以上連続で配置されているこ
とが好ましく、１３個以上連続で配置されていることがより好ましい。これは、バンプの
長手方向に対して導電粒子の欠落が生じると、異方性導電接続に支障をきたすおそれが生
じるためである。この場合、フィルムの長手方向に沿って連続した３列全てで上の条件を
満たすことが好ましく、５列全てで上の条件を満たすことがより好ましい。これにより、
バンプに捕捉される導電粒子数を一定以上にすることができ、安定な異方性導電接続を行
うことができる。
【００３０】
　導電粒子が凝集している場合、２個凝集した導電粒子の周囲には、２個連結した導電粒
子の組が３つ以下であることが好ましく、より好ましくは２つ以下、更により好ましくは
１つ以下である。２個凝集した導電粒子が密集して存在すると、ショート発生の要因にな
るからである。
【００３１】
　また、導電粒子の欠落は、フィルムの長手方向に４個以上連続するものと、フィルムの
長手方向と垂直な方向に４個以上連続するものが交わっていないことが好ましく、４個以
上連続する何れかの欠落が、一つ以上の格子点になる導電粒子を介して隣接していないこ
とがより好ましく、４個以上連続する何れかの欠落が、二つ以上の格子点になる導電粒子
を介して隣接していないことが更により好ましい。このような欠落の交わりは、一つの方
向の欠落に対して３列まで同時に交わっても問題はない。欠落がこれ以上に連続していな
ければ、その近傍の導電粒子によってバンプに捕捉されるからである。
【００３２】
　なお、このように連続する欠落が交わった領域が近傍に複数あることは、一般に好まし
くないが、欠落した領域と同数以上の導電粒子の配列を介していれば異方性導電接続の安
定性には問題はない。具体的には、欠落した領域を中心にした７×７のマトリックス上に
、２個連結した導電粒子が１つ以上存在していれば、実用上問題ない。
【００３３】
（粒子面積占有率）
　更に、異方性導電フィルムの基準領域の面積に対する、その面積中に存在する全導電粒
子の粒子面積占有率は、ＦＯＧ接続のように、バンプサイズやバンプ間距離が比較的大き
いものに対しては、通常０．１５％以上、好ましくは０．３５％以上、より好ましくは１
．４％以上が有効である。この場合の上限は３５％以下が好ましく、３２％以下がより好
ましい。また、バンプサイズやバンプ間距離が比較的小さくなる場合（例えばＣＯＧ接続
）には、更に好ましくは１５～３５％、特に好ましくは１６～２０％である。この範囲で
あれば、本発明の異方性導電フィルムを異方性導電接続に適用した場合にも、より良好な
初期導通性とエージング後の導通信頼性とを実現でき、ショートの発生もいっそう抑制で
きる。ここで、粒子面積占有率は、基準領域の面積Ｓに対する、その基準領域内に存在す
る全導電粒子が占有する面積の割合である。全導電粒子が占有する面積とは、導電粒子の
平均粒子径をＲとし、導電粒子の数をｎとした時に（Ｒ／２）２×π×ｎで表される。従
って、粒子面積占有率（％）＝［｛（Ｒ／２）２×π×ｎ｝／Ｓ］×１００で表される。
【００３４】
　ちなみに、導電粒子の平均粒子径が２μｍ、個数密度５００個／ｍｍ２（０．０００５
個／μｍ２）、Ｘ＝Ｙ＝２００Ｄ、Ｘ＋Ｙ＝４００Ｄとした場合の計算上の粒子面積占有
率は、０．１５７％となる。導電粒子の平均粒子径が３μｍ、個数密度５００個／ｍｍ２

（０．０００５個／μｍ２）、Ｘ＝Ｙ＝２００Ｄ、Ｘ＋Ｙ＝４００Ｄとした場合の計算上
の粒子面積占有率は、０．３５３２５％となる。導電粒子の平均粒子径が３μｍ、個数密
度２０００個／ｍｍ２（０．００２個／μｍ２）、Ｘ＝Ｙ＝２００Ｄ、Ｘ＋Ｙ＝４００Ｄ
とした場合の計算上の粒子面積占有率は、１．４１３％となる。また、導電粒子の平均粒
子径が３０μｍ、個数密度５００個／ｍｍ２（０．０００５個／μｍ２）、Ｘ＝Ｙ＝２０
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０Ｄ、Ｘ＋Ｙ＝４００Ｄとした場合の計算上の粒子面積占有率は、３５．３２５％となる
。
【００３５】
（導電粒子）
　導電粒子としては、公知の異方性導電フィルムにおいて使用されているものを適宜選択
して使用することができる。例えば、ニッケル、銅、銀、金、パラジウムなどの金属粒子
、ポリアミド、ポリベンゾグアナミン等の樹脂粒子の表面をニッケルなどの金属で被覆し
た金属被覆樹脂粒子等を挙げることができる。また、その平均粒子径は、製造時の取り扱
い性の観点から、好ましくは１～３０μｍ、より好ましくは１～１０μｍ、更に好ましく
は２～６μｍである。平均粒子径は、前述したように、画像型ないしはレーザー式の粒度
分布計により測定することができる。
【００３６】
　異方性導電フィルム中の導電粒子の存在量は、平面格子パターンの格子ピッチ並びに導
電粒子の平均粒子径に依存しており、通常は、３００～４００００個／ｍｍ２である。
【００３７】
（隣接格子点間距離）
　また、異方性導電フィルムに想定される平面格子パターンにおける隣接格子点間距離は
、導電粒子の平均粒子径の好ましくは０．５倍より大きく、より好ましくは１倍以上、更
に好ましくは１～２０倍である。この範囲であれば、本発明の異方性導電フィルムを異方
性導電接続に適用した場合にも、より良好な初期導通性とエージング後の導通信頼性とを
実現でき、ショートの発生もいっそう抑制できる。
【００３８】
（絶縁性接着ベース層）
　絶縁性接着ベース層１１としては、公知の異方性導電フィルムにおいて絶縁性接着ベー
ス層として使用されているものを適宜選択して使用することができる。例えば、アクリレ
ート化合物と光ラジカル重合開始剤とを含む光ラジカル重合性樹脂層、アクリレート化合
物と熱ラジカル重合開始剤とを含む熱ラジカル重合性樹脂層、エポキシ化合物と熱カチオ
ン重合開始剤とを含む熱カチオン重合性樹脂層、エポキシ化合物と熱アニオン重合開始剤
とを含む熱アニオン重合性樹脂層等、又はそれらの硬化樹脂層を使用することができる。
また、これらの樹脂層には、必要に応じてシランカップリング剤、顔料、酸化防止剤、紫
外線吸収剤等を適宜選択して含有させることができる。
【００３９】
　なお、絶縁性接着ベース層１１は、上述したような樹脂を含むコーティング組成物を塗
布法により成膜し乾燥させることや、更に硬化させることにより、あるいは予め公知の手
法によりフィルム化することにより形成することができる。
【００４０】
　このような絶縁性接着ベース層１１の厚みは、好ましくは１～３０μｍ、より好ましく
は２～１５μｍである。
【００４１】
（絶縁性接着カバー層）
　絶縁性接着カバー層１２としては、公知の異方性導電フィルムにおいて絶縁性接着カバ
ー層として使用されているものを適宜選択して使用することができる。また、先に説明し
た絶縁性接着ベース層１１と同じ材料から形成したものも使用することができる。
【００４２】
　なお、絶縁性接着カバー層１２は、上述したような樹脂を含むコーティング組成物を塗
布法により成膜し乾燥させることや、更に硬化させることにより、あるいは予め公知の手
法によりフィルム化することにより形成することができる。
【００４３】
　このような絶縁性接着カバー層１２の厚みは、好ましくは１～３０μｍ、より好ましく
は２～１５μｍである。
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【００４４】
　更に、絶縁性接着ベース層１１や絶縁性接着カバー層１２には、必要に応じてシリカ微
粒子、アルミナ、水酸化アルミニウム等の絶縁性フィラーを加えてもよい。絶縁性フィラ
ーの配合量は、それらの層を構成する樹脂１００質量部に対して３～４０質量部とするこ
とが好ましい。これにより、異方性導電接続の際に絶縁接着剤層１０が溶融しても、溶融
した樹脂で導電粒子２が不要に移動することを抑制することができる。
【００４５】
（絶縁性接着ベース層と絶縁性接着カバー層との積層、導電粒子の埋め込み）
　なお、導電粒子１３を挟んで絶縁性接着ベース層１１と絶縁性接着カバー層１２とを積
層する場合、公知の手法により行うことができる。この場合、導電粒子１３は、これらの
層の界面近傍に存在する。ここで、「界面近傍に存在」とは、導電粒子の一部が一方の層
に食い込み、残部が他方の層に食い込んでいることを示している。また、導電粒子を絶縁
性接着ベース層に埋め込んでもよい。この場合、絶縁性接着カバー層を積層しなくとも形
成することができる。
【００４６】
＜異方性導電フィルムの製造＞
　次に、絶縁性接着ベース層と絶縁性接着カバー層とが積層され、それらの界面近傍に導
電粒子が平面格子パターンの格子点に配置された構造の本発明の異方性導電フィルムの製
造方法を説明する。この製造方法は、以下の工程（イ）～（ホ）を有する。図面を参照し
ながら、工程毎に詳細に説明する。なお、本発明は特にこの製造方法に限定されるもので
はない。
【００４７】
（工程（イ））
　まず、図３Ａに示すように、平面格子パターンの格子点に相当する凸部１０１が表面に
形成されている転写体１００を用意する。ここで、凸部１０１の形状としては、柱状（例
えば、円柱、三角柱、四角柱、六角柱等）、略柱状、半球状、円錐台状、角錐台状等を挙
げることができる。凸部１０１の高さは、異方性導電接続すべき端子ピッチ、端子巾、ス
ペース巾、導電粒子の平均粒子径等に応じて決定することができるが、使用する導電粒子
の平均粒子径の好ましくは１．２倍以上２倍未満である。また、凸部１０１の巾（半分の
高さでの巾）は、導電粒子の平均粒子径の好ましくは１．４倍以上３．６倍以下である。
この高さと巾がこれらの範囲であれば、脱落と抜けが連続的に発生することが避けられる
という効果が得られる。
【００４８】
　更に、凸部１０１は、導電粒子が安定的に付着していられるようなレベルの平坦な天面
を有する。
【００４９】
＊転写体の具体例
　この工程（イ）で用意すべき転写体は、公知の手法を利用して作成することができ、例
えば、金属プレートを加工して原盤を作成し、それに硬化性樹脂を塗布し、硬化させるこ
とにより作成することができる。具体的には、平坦な金属板を切削加工して、凸部に対応
した凹部を形成した転写体原盤も作成し、この原盤の凹部形成面に転写体を構成する樹脂
組成物を塗布し、硬化させた後、原盤から引き離すことにより転写体が得られる。
【００５０】
（工程（ロ））
　次に、図３Ｂに示すように、表面に複数の凸部１０１が平面格子パターンで形成された
転写体１００の凸部１０１の少なくとも天面を微粘着層１０２とする。
【００５１】
＊転写体の微粘着層
　微粘着層１０２は、異方性導電フィルムを構成する絶縁性接着ベース層に導電粒子が転
着されるまで、導電粒子を一時的に保持できる粘着力を示す層であり、凸部１０１の少な
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くとも天面に形成される。従って、凸部１０１全体が微粘着性であってもよい。微粘着層
１０２の厚みは、微粘着層１０２の材質、導電粒子の粒子径等に応じて適宜決定すること
ができる。また、“微粘着”とは、絶縁性接着ベース層に導電粒子を転着する際に、絶縁
性接着ベース層よりも粘着力が弱いという意味である。
【００５２】
　このような微粘着層１０２は、公知の異方性導電フィルムに使用されている微粘着層を
適用することができる。例えば、シリコーン系の粘着剤組成物や絶縁性接着ベース層や絶
縁性接着カバー層と同材質の粘着層を、凸部１０１の天面に塗布することにより形成する
ことができる。
【００５３】
（工程（ハ））
　次に、図３Ｃに示すように、転写体１００の凸部１０１の微粘着層１０２に導電粒子１
０３を付着させる。具体的には、転写体１００の凸部１０１の上方から導電粒子１０３を
散布し、微粘着層１０２に付着しなかった導電粒子１０３をブロアを用いて吹き飛ばせば
よい。この場合、一部の凸部１０１においては、ある程度の頻度で、その側面に静電気等
の作用により導電粒子が付着し、しかもブロアで除去できないことが生ずる。
【００５４】
　なお、図３Ｃから面の方向を逆転させ、導電粒子を一面に敷き詰めた面に突起の天面を
付着させてもよい。導電粒子に不要な応力を加えないためである。このように配置に必要
な導電粒子のみを突起天面に付着させることで導電粒子を回収し再利用しやすくなり、開
口部に導電粒子を充填し取り出す方法に比べ、経済性にも優れることになる。なお、開口
部に導電粒子を充填し取り出す方法の場合、充填されなかった導電粒子には不要な応力が
かかりやすくなることが懸念される。
【００５５】
（工程（ニ））
　次に、図３Ｄに示すように、転写体１００の導電粒子１０３が付着した側の表面を、異
方性導電フィルムを構成すべき絶縁性接着ベース層１０４を重ねて押圧することにより、
絶縁性接着ベース層１０４の片面に導電粒子１０３を転着させる（図３Ｅ）。この場合、
転写体１００を、その凸部１０１が下向きになるように絶縁性接着ベース層１０４に重ね
て押圧することが好ましい。下向きにしてブロアすることで、凸部の天面に貼着されてい
ない導電粒子を除去し易くさせるためである。
【００５６】
（工程（ホ））
　図３Ｆに示すように、導電粒子１０３が転着した絶縁性接着ベース層１０４に対し、導
電粒子転着面側から絶縁性接着カバー層１０５を積層する。これにより本発明の異方性導
電フィルム２００が得られる。
【００５７】
　なお、この異方性導電フィルム２００においては、平面格子パターンの一つの格子点に
複数の導電粒子同士が配置される場合、それらは水平方向に接触して配置される。これは
、過度な粒子個数密度の低下を防止するためである。
【００５８】
＜接続構造体＞
　本発明の異方性導電フィルムは、第１の電子部品（例えば、ＩＣチップ）の端子（例え
ばバンプ）と、第２の電子部品（例えば配線基板）の端子（例えばバンプ、パッド）との
間に配置し、第１又は第２の電子部品側から熱圧着により本硬化させて異方性導電接続す
ることにより、ショートや導通不良が抑制された、いわゆるＣＯＧ（chip on glass）や
ＦＯＧ（film on glass）等の接続構造体を与えることができる。
【実施例】
【００５９】
　以下、本発明を具体的に説明する。
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【００６０】
　　実施例１
　厚さ２ｍｍのニッケルプレートを用意し、四方格子パターンで円柱状の凹部（内径６μ
ｍ、深さ７μｍ）を形成し、転写体原盤とした。隣接凹部中心間距離は８μｍであった。
従って、凹部の密度は１６０００個／ｍｍ２であった。
【００６１】
　得られた転写体原盤に、フェノキシ樹脂（ＹＰ－５０、新日鉄住金化学（株））６０質
量部、アクリレート樹脂（Ｍ２０８、東亞合成（株））２９質量部、光重合開始剤（ＩＲ
ＧＡＣＵＲＥ１８４、ＢＡＳＦジャパン（株））２質量部を含有する光重合性樹脂組成物
を、乾燥厚みが３０μｍとなるようにＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）フィルム上
に塗布し、８０℃５分間乾燥後、高圧水銀ランプにて１０００ｍＪ光照射することにより
転写体を作成した。
【００６２】
　転写体を原盤から引き剥がし、凸部が外側になるように直径２０ｃｍのステンレス製の
ロールに巻き付け、このロールを、回転させながらエポキシ樹脂（ｊＥＲ８２８、三菱化
学（株））７０質量部とフェノキシ樹脂（ＹＰ－５０、新日鉄住金化学（株））３０質量
部を含有する微粘着剤組成物を、不織布に含浸させた粘着シートに接触させ、凸部の天面
に微粘着剤組成物を付着させ、厚さ１μｍの微粘着層を形成して転写体を得た。
【００６３】
　この転写体の表面に、平均粒子径４μｍの導電粒子（ニッケルメッキ樹脂粒子（ＡＵＬ
７０４、積水化学工業（株）））を散布した後、ブロアすることにより微粘着層に付着し
ていない導電粒子を除去した。
【００６４】
　導電粒子が付着した転写体を、その導電粒子付着面から、絶縁性接着ベース層である厚
さ５μｍのシート状の熱硬化型の絶縁性接着フィルム（フェノキシ樹脂（ＹＰ－５０、新
日鉄住金化学（株））６０質量部、エポキシ樹脂（ｊＥＲ８２８、三菱化学（株））４０
質量部、カチオン系硬化剤（ＳＩ－６０Ｌ、三新化学工業（株））２質量部、及びシリカ
微粒子（アエロジルＲＹ２００、日本アエロジル（株））２０質量部を含有する絶縁性接
着組成物から形成したフィルム）に対し、温度５０℃、圧力０．５ＭＰａで押圧すること
により、絶縁性接着ベース層に導電粒子を転写させた。
【００６５】
　得られた絶縁性接着ベース層の導電粒子転着面に、透明な絶縁性接着カバー層として厚
さ１５μｍのシート状の別の絶縁性接着フィルム（フェノキシ樹脂（ＹＰ－５０、新日鉄
住金化学（株））６０質量部、エポキシ樹脂（ｊＥＲ８２８、三菱化学（株））４０質量
部、及びカチオン系硬化剤（ＳＩ－６０Ｌ、三新化学工業（株））２質量部を含有する絶
縁性接着組成物から形成されたフィルム）を重ね、温度６０℃、圧力２ＭＰａで積層した
。これにより異方性導電フィルムが得られた。
【００６６】
　　実施例２
　導電粒子の散布量とブロア回数とを実施例１の場合に比べてそれぞれ２倍とすること以
外、実施例１を繰り返すことにより異方性導電フィルムを得た。
【００６７】
　　実施例３
　転写体原盤の円柱状の凹部を内径４．５μｍ、隣接凹部中心間距離を６μｍとして凹部
の密度を２８０００個／ｍｍ２とし、且つ平均粒子径４μｍの導電粒子に代えて平均粒子
径３μｍの導電粒子（ＡＵＬ７０３、積水化学工業（株））を使用すること以外、実施例
１を繰り返すことにより異方性導電フィルムを得た。
【００６８】
　　実施例４
　導電粒子の散布量とブロア回数とを実施例３の場合に比べてそれぞれ２倍とすること以
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【００６９】
　　比較例１
　転写体原盤の凹部の深さを４．４μｍ、凹部の内径を４．８μｍ、隣接凹部中心間距離
を５．６μｍとして凹部の密度を３２０００個／ｍｍ２とすること以外、実施例１を繰り
返すことにより異方性導電フィルムを得た。
【００７０】
　　比較例２
　転写体原盤の凹部の深さを３．３μｍ、凹部の内径を３．６μｍ、隣接凹部中心間距離
を４．２μｍとして凹部の密度を５７０００個／ｍｍ２とし、且つ平均粒子径４μｍの導
電粒子に代えて平均粒子径３μｍの導電粒子（ＡＵＬ７０３、積水化学工業（株））を使
用すること以外、実施例１を繰り返すことにより異方性導電フィルムを得た。
【００７１】
＜評価＞
（導電粒子の「抜け」と「凝集」）
　実施例１～４及び比較例１～２の異方性導電フィルムについて、その透明な絶縁性接着
カバー層側から光学顕微鏡（ＭＸ５０、オリンパス（株））で１ｃｍ四方の領域を観察し
、想定される平面格子パターンにおいて導電粒子が付着していない格子点の全格子点に対
する割合（抜け[%]）と、２個以上の導電粒子が凝集している格子点の全格子点に対する
割合とを調べた。得られた結果を表１に示す。
【００７２】
　また、凝集した導電粒子同士の最大距離（凝集距離）を測定し、併せて表１に示した。
なお、「凝集」方向は、いずれも異方性導電フィルムの水平方向であった。
【００７３】
（粒子面積占有率）
　導電粒子の平均粒子径と、転写体原盤の凹部密度（＝転写体の凸部密度）とから、導電
粒子の「抜け」と「凝集」と考慮した上で、粒子面積占有率を計算した。得られた結果を
表１に示す。
【００７４】
（初期導通抵抗）
　実施例及び比較例の異方性導電フィルムを用いて、バンプ間スペースが１２μｍで、高
さ１５μｍ、３０×５０μｍの金バンプを有するＩＣチップと、１２μｍスペースの配線
が設けられたガラス基板とを１８０℃、６０ＭＰａ、５秒という条件で異方性導電接続し
、接続構造体を得た。得られた接続構造体について、抵抗測定器（デジタルマルチメータ
ー７５６５、横河電機（株））を用いて初期導通抵抗値を測定した。得られた結果を表１
に示す。０．５Ω以下であることが望まれる。
【００７５】
（導通信頼性）
　初期導通抵抗値の測定に使用した接続構造体を、温度８５℃、湿度８５％に設定された
エージング試験器中に投入し、５００時間放置した後の導通抵抗値を、初期導通抵抗と同
様に測定した。得られた結果を表１に示す。５Ω以下であることが望まれる。
【００７６】
（ショート発生率）
　初期導通抵抗で使用したものと同じ接続構造体を作成し、隣接する配線間のショートの
発生の有無を調べた。得られた結果を表１に示す。ショート発生率が５０ｐｐｍ以下であ
ることが望まれる。
【００７７】
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【表１】

【００７８】
　表１の結果から、実施例１～４の異方性導電フィルムを使用した接続構造体は、初期導
通抵抗、導通信頼性、ショート発生率の各評価項目について、良好な結果を示したことが
わかる。
【００７９】
　他方、比較例１、２の異方性導電フィルムの場合、導電粒子の「抜け」の割合は少ない
ものの「凝集」の割合が高すぎるため、ショートの発生率の評価が低いものであった。
【００８０】
　　実施例５
　凹部密度が５００個／ｍｍ２である転写原盤を使用するために隣接凹部中心間距離を調
整すること以外、実施例２と同様にして転写体を作成し、更に異方性導電フィルムを作成
した。得られた異方性導電フィルムについて、実施例２と同様に導電粒子の「抜け」と「
凝集」とを測定し、更に粒子面積占有率を算出した。その結果、導電粒子の「抜け」と「
凝集」とは実施例２と同等であった。また、粒子面積占有率は０．６％であった。
【００８１】
　また、得られた異方性導電フィルムを、ガラス基板（ＩＴＯベタ電極）とフレキシブル
配線基板（バンプ幅：２００μｍ、Ｌ(ライン)／Ｓ(スペース)＝１、配線高さ１０μｍ）
との間に挟み、接続バンプ長さが１ｍｍとなるように、１８０℃、８０ＭＰａ、５秒とい
う条件で異方性導電し、評価用の接続構造体を得た。得られた接続構造体について、その
「初期導通抵抗値」と、温度８５℃で湿度８５％ＲＨの恒温槽に５００時間投入した後の
「導通信頼性」とを、デジタルマルチメータ（３４４０１Ａ、アジレント・テクノロジー
株式会社製）を使用して電流１Ａで４端子法にて導通抵抗を測定し、「初期導通抵抗値」
の場合には、測定値が２Ω以下の場合を良好、２Ωを超えるものを不良と評価し、「導通
信頼性」の場合には、測定値が５Ω以下の場合を良好、５Ω以上の場合を不良と評価した
。その結果、実施例５の接続構造体は、いずれも「良好」と評価された。また、実施例２
と同様に「ショート発生率」を測定したところ、実施例２と同様に良好な結果が得られた
。
【００８２】
　　実施例６
　凹部密度が２０００個／ｍｍ２である転写原盤を使用するために隣接凹部中心間距離を
調整すること以外、実施例２と同様にして転写体を作成し、更に異方性導電フィルムを作
成した。得られた異方性導電フィルムについて、実施例２と同様に導電粒子の「抜け」と
「凝集」とを測定し、更に粒子面積占有率を算出した。その結果、導電粒子の「抜け」と
「凝集」とは実施例２と同等であった。また、粒子面積占有率は２．４％であった。
【００８３】
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　また、得られた異方性導電フィルムを、実施例５と同様にガラス基板とフレキシブル配
線基板との間に挟み異方性導電接続することにより評価用の接続構造体を得た。得られた
接続構造体について、実施例５と同様に、「初期導通抵抗値」、「導通信頼性」、「ショ
ート発生率」とを評価したところ、いずれも良好な結果が得られた。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本発明の好ましい異方性導電フィルムにおいては、基準領域に想定される平面格子パタ
ーンの全格子点に対する「導電粒子が配置されていない格子点」の割合が１５％以下に設
定され、平面格子パターンの全格子点に対する「複数の導電粒子が凝集して配置されてい
る格子点」の割合が１０％以下である。更に、凝集して配置されている導電粒子同士が、
異方性導
電フィルムの面方向に互いに接触して凝集している。このため、本発明の異方性導電フィ
ルムを異方性導電接続に適用した場合、良好な初期導通性とエージング後の良好な導通信
頼性とを実現でき、ショートの発生も抑制できるので、狭ピッチ化したＩＣチップと配線
基板とを、異方性導電接続する場合に有用である。
【符号の説明】
【００８５】
　１０、２００　異方性導電フィルム
　１１、１０４　絶縁性接着ベース層
　１２、１０５　絶縁性接着カバー層
　１３、１０３　導電粒子
　１００　転写体
　１０１　凸部
　１０２　微粘着層
　Ａ　格子点に導電粒子が抜けている位置
　Ｂ　格子点に導電粒子が互いに接して凝集している位置
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